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島根県アスレティックトレーナー協議会認定トレーナー養成講習会 
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島根県アスレティックトレーナー協議会認定トレーナー養成講習会 

〜開催目的と資格取得について〜 

 

１．島根県アスレティックトレーナー協議会認定トレーナー養成講習会について 

《目的》 

 現在、島根県所属の日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー（以下 JSPO-AT）は、１６名（令和２

年２月現在）と全国的に見ても少ないのが現状である。今後、国民体育大会へのトレーナー帯同をする際には

JSPO-AT 資格保有が条件となっていくと予想され、各競技団体に JSPO-AT を派遣するために継続的に

JSPO-AT 資格取得者を輩出することが必要となる。また、県内でも医科学サポート事業において競技団体・中

学校・高校と幅広いスポーツ現場がトレーナーを必要としている状況があり、早急にスポーツ現場に出ていける

質を担保されたアスレティックトレーナーの育成も必要である。 

 JSPO-AT は年に１人ずつの推薦であるため、その数を早急に増やすことは困難である。したがって、島根県

アスレティックトレーナー協議会独自の認定資格である島根県アスレティックトレーナー協議会認定トレーナ

ー（以下 SAT）養成講習会を創設し、一人でも多く、質の高いアスレティックトレーナーをスポーツ現場へ輩

出すること、さらにスポーツでの障害予防や競技力向上の一助となることが本制度創設の目的である。 

 JSPO-AT の育成方針に準じ、以下の『方針』に基づいてスタッフの育成を行う。 

 

【方 針】 

 下記 7 項目について、高度な知識と技能を備え、スポーツドクターおよびコーチとの緊密な協力のもとに、競

技者の競技活動を支えるスタッフを教育する。 

①スポーツ外傷・障害の予防 

②スポーツ現場における救急処置 

③アスレティックリハビリテーション 

④コンディショニング 

⑤検査•測定と評価 

⑥健康管理と組織運営 

⑦教育的指導 

＊上記は、日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー養成方針に準ずる。 

 

２．資格取得の方法について 

 島根県アスレティックトレーナー協議会の主催する養成講習会を全て修了し、理論試験・実技試験に合格した

ものを SAT として認定する（受講要件•資格登録•資格更新条件詳細については以下参照）。 

 

３．資格登録について 

 理論試験・実技試験修了後、登録料の払い込みをもって、次年度の４月１日より島根県アスレティックトレー

ナー協議会認定トレーナー（SAT）となる。認定者には島根県アスレティックトレーナー協議会より SAT 認定

カードを交付する（有効な Basic Life Support；BLS 資格を保持していることが交付条件となる）。 

※BLS の対象講習会主催団体•機関については日本スポーツ協会が定めているものとする。 

初年度登録料：5,000 円 ※以降は 2,000 円（資格の有効期間は２年間）  
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４．資格有効期限・更新について 

SAT 資格有効期期限・更新については以下のように定める。 

【有効期限】：資格取得後２年間（登録申請提出の次年度４月１日より２年間）。 

 

【更新条件】：更新には以下の条件を満たしていることを条件とする。 

①	資格有効期限内に島根県アスレティックトレーナー協議会が開催する研修会もしくは JSPO-AT が指定す

る研修会へ２回以上の参加。参加する際は SAT 認定証を必ず持参して下さい。 

※	島根県アスレティックトレーナー協議会が開催する研修会参加時は更新用受講証明書を受け取って下さい。 

 →研修会参加時に有効な Basic Life Support；BLS 資格認定証を提示することが条件となります。認定証提   

  出がない場合は、更新用受講証明書を発行出来ません。 

※JSPO-AT が指定する研修会参加の際は、受講が証明できるもの（領収書）を受け取って下さい。 

 

②	有効な Basic Life Support；BLS 資格認定証を保有していること。 

 

③	本協議会会員であること（本協議会を退会した場合は、SAT 資格を失います）。 

※	 JSPO-AT を取得した場合は、SAT 更新料を無料とし、永年登録となる。 

 

【更新手続き】 

①	更新料 2,000 円の振込 

②	更新に必要な研修会参加の受講証明書の提出 

③	有効な Basic Life Support；BLS 資格認定証の提出 

 

５．SAT 資格取得のメリット 

○島根県体育協会が JSPO-AT 養成講習会参加者を選考する際の推薦条件の一つとなる。 

○島根県アスレティックトレーナー協議会主催の研修会を特別割引料金で受講可能となる。 

○島根県アスレティックトレーナー協議会の外部活動にスタッフとして優先的に参加可能となる。 

○島根県アスレティックトレーナー協議会認定トレーナー養成講習会の補助スタッフとして参加可能となる。 

○島根県トレーナーバンクに任意で登録が可能となる。 
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島根県アスレティックトレーナー協議会認定トレーナー養成講習会 ～詳 細～ 

 

１．受講資格について 

以下の条件を満たすものに受験資格を与える。 

①受講する年度の 4 月現在、満 20 歳以上で島根県アスレティックトレーナー協議会の会員となっている者。 

②医療資格を保有している。【該当資格】：柔道整復師、鍼灸師、理学療法士、作業療法士、その他 

③Basic Life Support；BLS 資格を保有している者、または本カリキュラム終了までに取得の意思のある者。 

④SAT 取得後、島根県のスポーツ医科学発展事業に貢献する意思のある者。 

 

２．受講料について  

 ￥20,000 円（全講習会受講料：15,000 円•理論試験：2,000 円•実技試験：3,000 円込み） 

①再受験の際は再受験料として実技試験（3,000 円），理論試験（2,000 円）が別途必要となります。 

②申し込みにつきましては「申込み URL へフォーム入力」よりお申し込み下さい（定員 3０名•先着順）。

定員に達した時点で申込み終了となります。 

※非会員の方は、ホームページより会員規約確認後、会員登録も合わせてお願い致します。 

③受講料につきましては、事前に振込にてお支払い下さい（以下参照）。 

④受講者は受講初年度の島根県アスレティックトレーナー協議会年会費が無料となります。 

⑤申込み期間：令和２年２月３日（月）〜令和２年２９日（土）１８：００まで 

 

《振込先》 

銀行名：山陰合同銀行 支店名：県庁支店 預金種別：普通 口座番号：３６６４６８９ 

口座名義：島根県アスレティックトレーナー協議会 会計 加藤勇輝 

 

《申込み手順》 

振込後▶ ︎振込証明書を添付し，申込み URL へフォーム入力▶ ︎申込み完了 

 

３．受講期限•受験可能期間について 

①全講習会の受講終了をもって理論試験の受験資格を得ることができる。 

 ※受講期限中に、全カリキュラムを受講すればその順序は問わない。 

②理論試験合格者は実技試験の受験資格を得ることができる。 

 ※但し、有効な Basic Life Support；BLS 資格を保有していることが条件となる。 

 ※理論試験合格者は永年の実技試験受験資格を得ることができる。 

③受講開始年度から 3 年以内に受講を終了しない場合、認定試験（理論試験・実技試験）の受験資格を失う。 

④理論試験は受講開始から５年以内に合格しなければ、受験資格を失う。再度講習会を受け直すことで受験資格

を得ることが可能となる。 

⑤理論試験、実技試験については年間スケジュールに記載した日程のみで開催する（代替日受験は認めない）。 

 

※	期間内の全講習会受講と理論試験合格をもって、永年の実技試験受験資格を与える。 

1年 2年 3年 4年 5年
講習会受講
理論試験受験

受講期限
理論試験受験可能期間

再度受講申請

《受講期限・受験資格受験可能期間》

※期間内の講習受講と理論試験修了をもって、永年の実技試験受験資格を与える。
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４．カリキュラム 

 基本的には JSPO-AT 有資格者が講師を務め、島根県アスレティックトレーナー協議会独自の全８コマのカ

リキュラム、現場研修（２回）を実施する。 

①	アスレティックトレーナー概論、アンチ•ドーピング活動（薬剤師）、スポーツ栄養（栄養士） 

②	応急処置（RICE 処置含む）、脳震盪、熱中症 

③	上肢疾患のスポーツ障害•外傷からアスレティックリハビリテーションまで 

④	体幹疾患のスポーツ障害•外傷からアスレティックリハビリテーションまで 

⑤	骨盤•股関節•大腿部疾患のスポーツ障害•外傷からアスレティックリハビリテーションまで 

⑥	膝関節疾患のスポーツ障害•外傷からアスレティックリハビリテーションまで 

⑦	下腿部•足関節疾患のスポーツ障害•外傷からアスレティックリハビリテーションまで 

⑧	テーピング 

⑨	現場研修 

※	受講期間中に２回、島根県で活動している JSPO-AT 有資格者の現場に帯同し、現場研修を行う。帯同内容

については見学のみとする。 

 

【年間スケジュール】 

※	あくまで予定であり、スケジュールについては変更する場合がありますのでご了承下さい。 

※	場所につきましては会場が決定次第連絡させて頂きます。 

０5 月２４日 AT 概論，アンチ•ドーピング活動，スポーツ栄養学 川本氏，清水氏，佐々木氏 

０６月２８日 上肢疾患 山本氏 

０７月１９日 テーピング 橋本氏 

０8 月２３日 応急処置 妹尾氏 

０9 月２７日 骨盤•股関節•大腿部疾患 松本康佑氏 

１０月２５日 体幹部疾患 松本拓也氏 

１１月１５日 膝疾患 竹江氏 

１２月０６日 下腿•足関節•足部疾患 蔦川氏 
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【会場情報】 

◇島根大学医学部附属病院◇ 

 〒693-8501 島根県出雲市塩冶町８９−１ 

 

◇島根リハビリテーション学院 

〒699-1511 島根県仁多郡奥出雲町三成１６２５−１ 

 

 

 

◇リハビリテーションカレッジ島根 

〒699-3225 島根県浜田市三隅町古市場２０８６−１ 学校法人同志舎 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


